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【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
庶
務
係
（
本
庁
舎

4階
）（

5
2
7
3）

4
0
7
8へ

。

　
保
険
料
は
、
病
気
や
け
が
を
し

た
と
き
の
医
療
費
な
ど
に
使
わ

れ
る
大
切
な
財
源
で
す
。
皆
さ
ん

が
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き

の
医
療
費
は
、
窓
口
で
支
払
う
自

己
負
担
分
を
除
き
、
半
分
は
公
費

で
、
残
り
の
半
分
は
皆
さ
ん
の
保

険
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆

さ
ん
は
、
医
療
費
の
一
部
を
負
担

し
て
医
療
を
受
け
る
と
と
も
に
、

保
険
料
を
納
め
る
義
務
も
あ
り

ま
す
。

保
険
料
を
納
め
な
い
方
が
い
る

と
、
国
民
健
康
保
険
の
運
営
が
困

難
に
な
り
、
医
療
費
を
賄
え
な
く

な
り
ま
す
。必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

24年
度
分
ま
で
の
保
険
料
を

完
納
し
て
い
な
い
方
は
、
至
急
、

納
め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
な
い
と

　
未
納
期
間
に
応
じ
て
、
次
の
措

置
を
取
り
ま
す
。
特
別
な
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
督
促
や
催
告
を
し
て
も
納
め

な
い
場
合
…
通
常
の
保
険
証
の

代
わ
り
に
、
有
効
期
限
の
短
い
保

険
証（
短
期
証
）を
交
付
し
ま
す
。

▼
納
期
限
か
ら

1年
を
過
ぎ
て
も

滞
納
し
て
い
る
場
合
…
被
災
等
の

特
別
な
事
情
が
あ
る
方
を
除
き
、

資
格
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。
資

格
証
明
書
は
、
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
で
す
。
病
院
に
か
か
る
と

き
に
提
示
す
れ
ば
保
険
診
療
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
が
、
医
療
費

は
通
常
の
自
己
負
担
分
（

2割
・

3

割
）で
は
な
く
、
全
額
を
支
払
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
後
日
、
申
請
に
よ

り
、
保
険
者
負
担
分
を
お
返
し
し

ま
す
。

▼
納
期
限
か
ら

1年

6か
月
を
過

ぎ
て
も
滞
納
し
て
い
る
場
合
…
保

険
給
付
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
差

し
止
め
ま
す
。
差
し
止
め
た
保
険

給
付
額
は
保
険
料
に
充
て
ま
す
。

※
法
の
定
め
に
よ
り
、
右
記
と
は

別
に
滞
納
処
分
（
財
産
の
差
し
押

さ
え
）を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
納
付

相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2

7
3）

3
8
7
3・

4
5
3
0へ

。

25年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

保
険
料
の
改
定

　
医
療
費
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
負

担
金
、介
護
納
付
金
等
に
よ
り
保
険
料
を
毎
年
見

直
し
、均
等
割
額
・
所
得
割
額
を
改
定
し
て
い
ま

す（

25年
度
の
保
険
料
は
下
図
の
と
お
り
改
定
）。

保
険
料
の
お
支
払
い

　

25年
度
の
納
入
通
知
書
は
、

6月
に
発
送
し

ま
す
。

1年
間
の
保
険
料
は

6月
～

26年

3月

の

10回
に
分
け
て
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
納
付

書
は
、

6月
と

10月
に
発
送
し
ま
す
。

※

25年

1月

2日
以
降
に
新
宿
区
に
転
入
し

た
方
に
は
、
均
等
割
額
の
み
を
お
知
ら
せ
し
た

納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。
そ
の
後
、
前

住
所
地
の
課
税
内
容
か
ら
算
定
基
礎
額
を
計

算
し
、
所
得
割
額
を
確
定
し
た
上
で
、
保
険
料

の
変
更
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

資
格
の
取
得
・
喪
失
の
届
け
出
は

14日
以
内
に

　

や
む
を
得
ず
遅
れ
た
場
合
で
も

　
必
ず
届
け
出
を

　
医
療
保
険
制
度
で
は
、
誰
も
が
必
ず
公
的
な

健
康
保
険
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

退
職
等
で
勤
務
先
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と

き
や
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方
が

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
変
わ
っ
た
と
き
は
、
届

け
出
が
必
要
で
す
（
自
動
的
に
は
切
り
替
わ
り

ま
せ
ん
）。

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、「
加
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
日
」
か
ら
発
生
し
ま
す
。
加
入

の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
で
も
、
保
険
料
は
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

会
社
等
法
人
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
方
は
、

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。
勤
務
先

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

届
け
出
は
医
療
保
険
年
金
課
・

特
別
出
張
所
へ

▼
勤
務
先
の
健
康
保
険
等
を
や
め
て

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
方

　
資
格
喪
失
証
明
書
（
扶
養
家
族
が
い
な
い
と

き
は
退
職
証
明
書
で
も
可
）
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。厚
生
年
金
・
共
済
年
金
の
受
給
資
格
が
あ
る

方
は
、年
金
証
書
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
新
た
に
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し

　
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
方

　
国
民
健
康
保
険
証
と
、
勤
務
先
の
新
し
い
保

険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
代
理
人
が
届
け
出
を
す
る
場
合
は
、
委
任
状

と
代
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転

免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
写
真
付
き
の
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
等
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

25年
度
の
住
民
税
の
申
告
を

　
保
険
料
は
、

24年
の
総
所
得
金
額
等
に
基
づ

い
て
計
算
し
ま
す
。

25年

1月

1日
に
住
民
登

録
の
あ
っ
た
区
市
町
村
で
、
住
民
税
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
を
し
た
方
は
、
住
民
税
の
申
告
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資
格
係
（
本

庁
舎

4階
）（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

国
民

健
康

保
険

料
は
必

ず
納

め
ま

し
ょ

う

　
区
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
の
健
康
増
進
な
ど

に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
保
養
施
設
…
全
国
の
「
か
ん

ぽ
の
宿
」を
利
用
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
医
療
保
険
年
金
課
・
特

別
出
張
所
で
配
布
す
る
「
国
民

健
康
保
険
保
養
施
設
の
ご
案

内
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
夏
季
保
養
施
設
…

7月
下

旬
～

8月
下
旬
に
、
低
料
金
で

利
用
で
き
る
施
設
を
開
設
し

ま
す
。
詳
し
く
は
、「
広
報
し
ん

じ
ゅ
く
」
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

　
都
内
の
次
の
施
設
の
割
引
利
用
券

を
、
医
療
保
険
年
金
課
・
特
別
出
張
所

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

①
檜
原
温
泉
セ
ン
タ
ー
数
馬
の
湯

【
所
在
地
】
檜
原
村

2
4
3
0

②
奥
多
摩
温
泉
も
え
ぎ
の
湯

【
所
在
地
】
奥
多
摩
町
氷
川

119―

1

③
秋
川
渓
谷
瀬
音
の
湯

【
所
在
地
】あ
き
る
野
市
乙
津

565

④
生
涯
青
春
の
湯
つ
る
つ
る
温
泉

【
所
在
地
】日
の
出
町
大
久
野

4
7
1
8

【
利
用
料
金
】
①
②
は
大
人

400円
・

小
学
生

200円
（
ほ
か
に
入
湯
税
が

必
要
）
、
③
④
は
大
人

600円
・
小
学

生

200円

保
養

施
設

を

開
設

し
て

い
ま

す

国
保

温
泉

セ
ン

タ
ー

割
引

利
用

券
の

配
布

基礎賦課額

（医療分）

後期高齢者支援金等

賦課額（支援金分）

（賦課限度額12万円）

25年度の国民健康保険料

均等割額

30,600円
×世帯の加入者数

＋

所得割額　　　　　

世帯加入者全員の　

25年度の算定基礎額
×（100分の6.02）

＋

均等割額

10,800円
×世帯の加入者数

＋

所得割額　　　　　

世帯加入者全員の　

25年度の算定基礎額
×（100分の2.34）

＋

均等割額

15,000円
×世帯の加入者のうち40
歳～65歳未満の方の人数

＋

所得割額　　　　　　　
世帯の加入者のうち40歳
～65歳未満の方の25年
度の算定基礎額　　　　

×（100分の1.64）

=

年
間
保
険
料

（賦課限度額51万円）

【算定基礎額】24年の総所得金額等から基礎控除額（33万円）を
差し引いた金額

（賦課限度額14万円）

介護納付金賦課額

（介護分）

　
安
定
し
た
就
労
を
希
望
し

て
い
る
も
の
の
就
職
先
が
決

ま
ら
な
い

35歳
未
満
の
方
を

対
象
に
、
都
内
の
中
小
企
業
へ

の
就
業
を
支
援
し
ま
す
。

区
が
委
託
す
る
人
材
派
遣

会
社（
㈱
パ
ソ
ナ
）と
約

3か
月

半
の
雇
用
契
約
を
結
び
、
社
会

人
基
礎
研
修
（

O
F
F―

J
T）

を

1か
月
受
け
た
後
、
都
内
の

中
小
企
業
で
約

2か
月
半
の

職
場
実
習
（

O
J
T）

を
行
い

ま
す
。

期
間
中
は
随
時
キ
ャ
リ
ア

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
し
、
事
業

終
了
後
の
実
習
先
で
の
直
接

雇
用
に
向
け
て
支
援
し
ま
す
。

O
F
F―
J
T、

O
J
T期

間

中
は
、給
与
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
で

25年

10

月

1日
現
在
の
年
齢
が

35歳

未
満
の
失
業
者
の
方
、

30名

（

25年

3月
以
降
に
高
校
・
大

学
等
を
卒
業
し
た
未
就
職
卒

業
者
も
対
象
）

※
こ
れ
ま
で
事
業
に
参
加
し

た
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
申
込
み
】
電
話
で

6月

5日


ま
で
に
、
㈱
パ
ソ
ナ

（

6

7
3
4）

1
3
2
5（

月
～
金

曜
日
午
前

9時
～
午
後

5時

30分
）へ
。

※
申
し
込
み
後
、
㈱
パ
ソ
ナ
に

よ
る
書
類
審
査
や
面
接
が
あ

り
ま
す
。

【
事
業
の
問
合
せ
】
消
費
者
支

援
等
担
当
課
消
費
生
活
係
（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7

3）

3
9
2
5・


（

5
2
7

3）

3
1
1
0へ

。

都
内
の
中
小
企
業
で

働
き
た
い
方
を
支
援
し
ま
す

中小企業の経営やものづくり産業を応援します 35歳
未
満
の
方
へ

地
域
企
業
就
業
支
援
事
業

国国国国国国国
民民民民民民民
健健健健健健健
康康康康康康康
保保保保保保保
険険険険険険険
ののののののの
おおおおおおお
知知知知知知知
ららららららら
せせせせせせせ

6月

23日

東
京

都
議
会

議
員
選

挙

新
宿
区
選
挙
区

立
候
補
予
定
者
説
明
会

（日）


中
小
企
業
の
経
営
を
支
援

　

ビ
ジ
ネ
ス
ア
シ
ス
ト
新
宿

　
中
小
企
業
診
断
士
等
派
遣

　
「
販
路
拡
大
、
海
外
展
開
に
つ
い
て
ア
ド

バ
イ
ス
が
ほ
し
い
」「
経
営
を
合
理
化
し
た

い
」「
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
た
め
に
効
果
的

な
商
品
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
？
」
な
ど
、
中
小

企
業
の
経
営
課
題
の
解
決
の
た
め
、
専
門

家
（
中
小
企
業
診
断
士
等
）
を
無
料
で
派
遣

し
ま
す
。
複
数
回
の
利
用
も
で
き
ま
す
。

【
対
象
】
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
内

の
中
小
企
業
・
商
店
等

▼
経
営
上
の
課
題
を
把
握
し
、
解
決
を
目

指
す
方

▼
経
営
基
盤
の
確
立
を
目
指
す
方

▼
事
業
計
画
等
の
再
構
築
や
財
務
内
容
の

改
善
を
目
指
す
方

【
相
談
内
容
】
経
営
一
般
、
事
業
計
画
の
立

て
方
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
ほ
か


も
の
づ
く
り
産
業
を
支
援

　

も
の
づ
く
り
産
業
支
援
事
業
補
助
金

　
区
内
の
中
小
企
業
・
団
体
等
が
実
施
す

る
製
品
や
技
術
の
開
発
、
販
路
開
拓
や
海

外
展
開
の
た
め
の
準
備
事
業
を
対
象
に
、

事
業
費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

25

年
度
は

5件
を
募
集
し
ま
す
。

【
補
助
金
額
】

1件
に
付
き

100万
円
を
限
度

（
補
助
対
象
経
費
の

3分
の

2以
内
）


新
宿
も
の
づ
く
り
マ
イ
ス
タ
ー

　
「
技
の
名
匠
」
の
認
定

　

認
定
候
補
者
募
集

　
区
内
の
も
の
づ
く
り
産
業
の
振
興
を
目

的
に
、
他
の
模
範
と
な
る
方
を
「
新
宿
も
の

づ
く
り
マ
イ
ス
タ
ー
（
技
の
名
匠
）
」
に
認

定
し
て
い
ま
す
。

　

24年
度
は
染
色
業
の
ほ
か
、
革
製
品
製

造
業
・
婦
人
靴
製
造
業
・
管
楽
器
修
理
業

の
分
野
で
活
躍
す
る

5名
の
方
を
認
定
し

ま
し
た
。

【
対
象
】
区
内
の
事
業
所
で
製
造
業
（
食
品

関
係
を
除
く
）
に

10年
以
上
従
事
し
、
優
れ

た
技
術
を
持
ち
、
後
進
の
指
導
に
取
り
組

ん
で
い
る
方

【
選
考
方
法
】
現
地
調
査
、書
類
・
面
接
審
査

【
申
請
・
問
合
せ
】
所
定
の
申
込
書
を
、


は

6月

21日

・

は

6月

10日


ま
で
に
産
業
振
興
課
産
業
振
興
係
（
西

新
宿

6―

8―

2、

B
I
Z新

宿

4階
）

（

3
3
4
4）

0
7
0
1・

（

3
3
4

4）

0
2
2
1へ

。

の
申
し
込
み
は
同

係
で
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
応
募

方
法
等
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
申
込
書
は
同
係

で
配
布
し
て
い
ま
す
。


	都内の中小企業で働きたい方を支援します
	中小企業の経営やものづくり産業を応援します
	国民健康保険のお知らせ

